
市
町
村
で
も
本
人
ま
た
は
同
一
世
帯
の

人
の
住
民
票
の
写
し
の
交
付
が
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す（
住
民
票
の
写

し
の
広
域
交
付
）。
申
請
時
に
、
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
ま
た
は
運
転
免
許
証

な
ど
で
本
人
確
認
を
行
い
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
手
数
料
は
、
交
付
す

る
市
町
村
の
手
数
料
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
住
民
票
の
写
し
に
は
、
本

籍
・
筆
頭
者
氏
名
は
入
り
ま
せ
ん
。

●
申
請
方
法

"

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
持
っ
て

い
る
場
合
は
、
申
請
書
に
住
所
・
氏

名
を
書
き
、
カ
ー
ド
を
添
え
て
申
請

"

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
持
っ
て

い
な
い
場
合
は
、
申
請
書
に
住

所
・
氏
名
・
住
民
票
コ
ー
ド
ま
た

は
生
年
月
日
・
性
別
を
書
い
て
、

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど

（
官
公
署
が
発
行
し
た
写
真
付
き
の

証
明
書
）
を
添
え
て
申
請

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い

る
人
は
、
ほ
か
の
市
町
村
に
引
っ
越
す

場
合
、
窓
口
に
行
く
の
は
転
入
時
の
１

回
だ
け
で
済
み
ま
す
。
転
入
先
に
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い（
た
だ
し
、
事
前
に
「
付
記
転
出
届
」

を
前
住
所
の
市
町
村
に
送
付
す
る
こ
と

が
必
要
）。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
・
介
護
保

険
・
児
童
手
当
・
学
校
の
転
校
に
関
す

る
手
続
き
な
ど
は
各
担
当
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

Aug.●2

８
月
25
日
か
ら
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
第
２
次
稼
働
に
伴

い
、
次
の
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
を
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た

り
、
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き

る
、「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
が
希

望
者
に
交
付
さ
れ
ま
す
。
写
真
な
し

（
Ａ
）、
写
真
付
き（
Ｂ
）の
２
種
類
か
ら

選
択
で
き
ま
す
。

●
交
付
手
数
料
＝
５
０
０
円

●
有
効
期
間
＝
発
行
日
か
ら
10
年

●
申
請
方
法
＝
本
人
が
、
申
請
書
に
住

所
・
氏
名
・
住
民
票
コ
ー
ド
ま
た

は
生
年
月
日
・
性
別
を
書
い
て
市

民
課
へ
。
そ
の
際
、
運
転
免
許

証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど（
官
公
署
が

発
行
し
た
写
真
付
き
の
証
明
書
）で

本
人
確
認
を
行
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
証
明
書
な
ど
を
持
っ
て
い
な

い
場
合
は
、
照
会
書
に
よ
る
本
人

確
認
に
な
る
の
で
、
カ
ー
ド
の
交

付
は
後
日
に
な
り
ま
す
。

交
付
時
に
、
本
人
が
数
字
４
け
た
の

暗
証
番
号
を
設
定
し
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
手
続

き
は
、
大
変
込
み
合
う
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
カ
ー
ド
を
受
け
取
る
ま
で

に
、
待
ち
時
間
が
長
く
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

第
２
次
稼
働
に
よ
り
、
全
国
ど
こ
の

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
が

交
付
さ
れ
ま
す

※
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
は
赤
坂
・
遠
山

市
民
課
分
室
や
、
毎
週
火
曜
日
の
窓

口
延
長
時
に
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
く
わ
し
く

は
市
民
課
（
1
20-

１
５
２
５
）へ
。

住民サービスの向上や、行政事務
の効率化を図るために、行政の高度
情報化の推進が必要不可欠となって
います。
住民基本台帳ネットワークシステ
ムは、改正住民基本台帳法の施行に
基づき整備される住民基本台帳を、
ネットワークでつなぎ全国規模で本
人確認を効率的に行えるようにする
ためのシステムです。
昨年8月には住民基本台帳の登録
事項に住民票コードが加えられ、事
務処理の効率化が図られました。
今後は、各種行政手続きに住民票
の写しの添付を不要にしたり、イン
ターネット申請を可能とする方策を
講じ、住民サービスの向上を目指し
ます。

住
民
票
の
写
し
が

全
国
ど
こ
の
市
町
村
で
も

転
出
転
入
の
特
例
処
理
で

引
っ
越
し
時
の
負
担
を
軽
減

・写真は市民課で撮影します。
・Bのカードは身分証明書としても利用で
きます。

昨年8月から改正住民基本台帳法が施行され、住民基本台帳ネットワークシステムが稼働しました。
この8月25日には第2次稼働に伴い、全国どこの市町村でも住民票の写しがとれるようになった
り、引っ越し時の手続きが1回で済むなど、新しいサービスが始まります。

住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム

第2次サービスが始まります

▼

生年月日

氏　　名

住　　所

住民基本台帳カード
成田市
年　月　日まで有効

昭和○○年○○月○○日　性別　女
住基　花子

○○県○○市○○町○○丁目○番○号

▼

氏　　名

住民基本台帳カード
成田市
年　月　日まで有効

住基　花子

写真

A

B


